
次
の
一
般
選
挙
か
ら
現
行
五

十
人
の
議
員
定
数
を
四
十
六
人

に
す
る
条
例
が
公
明
党
、
自
由

民
主
党
、
自
民
党
市
政
刷
新
ク

ラ
ブ
、
リ
ベ
ラ
ル
東
大
阪
か
ら

共
同
提
案
さ
れ
、
賛
成
多
数
に

よ
り
原
案
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

提
案
理
由
説
明

現
在
五
十
名
の
議
員
定
数
を

四
名
減
ら
し
、
四
十
六
名
に
改

正
す
る
条
例
を
提
案
す
る
。

本
市
は
平
成
十
七
年
四
月
に

中
核
市
と
な
り
、
夢
と
活
力
あ

ふ
れ
る
元
気
都
市
東
大
阪
の
実

現
に
向
け
行
政
施
策
の
積
極
的

な
推
進
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
長
引
く
不
況
に
よ

り
市
税
収
入
は
減
収
し
、
財
政

収
支
見
通
し
も
厳
し
い
も
の
が

あ
る
。

こ
の
状
況
が
続
け
ば
財
政
再

建
準
用
団
体
に
な
る
こ
と
は
必

至
で
あ
り
、
こ
の
危
機
的
な
財

政
状
況
か
ら
の
脱
却
は
、
厳
し

い
行
財
政
改
革
の
断
行
な
く
し

て
は
な
し
得
な
い
。

市
民
の
声
を
市
政
に
反
映
さ

せ
る
と
い
う
議
会
と
し
て
の
責

任
は
、
議
員
個
々
が
使
命
感
を

持
ち
、
責
務
を
十
二
分
に
自
覚

し
、
日
々
努
力
し
研
さ
ん
す
る

こ
と
に
よ
り
全
う
で
き
る
。

議
会
と
し
て
は
、
議
員
定
数

の
削
減
に
よ
り
議
会
費
を
縮
減

し
、
み
ず
か
ら
率
先
し
て
行
財

政
改
革
の
模
範
姿
勢
を
示
す
も

の
で
あ
る
。討討

論論

公

明

党

自
由
民
主
党

リ
ベ
ラ
ル
東
大
阪

地
方
分
権
一
括
法
の
施
行
に

伴
い
、
議
員
定
数
に
つ
い
て
、

人
口
段
階
を
大
く
く
り
に
し
た

基
準
に
よ
り
各
地
方
公
共
団
体

の
条
例
で
制
定
す
る
よ
う
法
令

が
改
正
さ
れ
、
条
例
定
数
制
度

が
採
用
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
議
会
の
自

己
決
定
、
自
己
責
任
を
徹
底
さ

せ
る
理
念
と
地
方
行
政
に
合
理

性
が
強
く
求
め
ら
れ
て
お
り
、

い
か
に
克
服
す
る
か
が
課
題
で

あ
る
。

そ
こ
で
、
一
点
目
と
し
て
、

地
域
の
特
性
、
社
会
状
況
、
住

民
の
意
向
を
考
慮
に
入
れ
た
議

員
定
数
の
あ
り
方
、
二
点
目
と

し
て
、
行
財
政
改
革
や
効
率
的

な
議
会
審
議
を
行
う
上
に
お
い

て
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
三
点
目

と
し
て
、
住
民
か
ら
の
議
員
定

数
の
削
減
要
望
に
対
し
て
議
会

と
し
て
真
摯
に
受
け
と
め
、
ど

う
住
民
の
理
解
を
求
め
て
い
く

か
、
四
点
目
と
し
て
議
会
が
住

民
の
意
思
を
行
政
に
反
映
す
る

機
能
を
十
二
分
に
発
揮
す
る
に

は
ど
う
あ
る
べ
き
か
な
ど
に
つ

い
て
熟
慮
を
重
ね
、
あ
わ
せ
て

全
国
や
府
下
の
減
員
率
、
中
核

市
の
議
員
一
人
当
た
り
の
平
均

人
口
及
び
府
下
の
議
員
一
人
当

た
り
の
平
均
面
積
等
具
体
的
な

数
字
を
用
い
て
比
較
検
討
を
行

っ
た
結
果
、
四
名
減
と
し
、
四

十
六
名
と
す
る
こ
と
が
妥
当
と

判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
市
財
政
を
取
り
巻
く
厳
し

い
状
況
の
も
と
、
議
会
み
ず
か

ら
が
削
減
条
例
を
制
定
す
る
こ

と
が
行
財
政
改
革
を
率
先
垂
範

す
る
こ
と
と
な
り
、
大
き
な
意

義
を
持
つ
も
の
と
確
信
し
て
い

る
。よ

っ
て
議
員
定
数
削
減
に
つ

い
て
賛
成
す
る
。

自
民
党
市
政
刷
新
ク
ラ
ブ

議
員
定
数
削
減
に
つ
い
て

我
々
は
過
去
か
ら
提
唱
し
て
き

た
。
平
成
十
五
年
第
一
回
定
例

会
で
は
、
同
年
九
月
の
市
議
会

議
員
選
挙
に
間
に
合
う
よ
う
に

と
五
名
の
削
減
を
提
案
し
た
が
、

与
党
三
会
派
は
そ
の
行
動
を
非

難
し
真
っ
向
か
ら
反
対
し
た
。

し
か
し
我
々
は
そ
の
後
も
毎
定

例
会
で
議
員
定
数
削
減
を
主
張

し
地
道
な
努
力
を
続
け
て
き
た

結
果
、
市
民
の
衆
目
の
一
致
す

る
と
こ
ろ
と
な
り
、
東
大
阪
市

自
治
協
議
会
か
ら
の
要
望
に
つ

な
が
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

ま
た
松
見
市
政
に
な
っ
て
三

年
余
り
、
議
会
の
流
会
は
五
回

も
の
多
き
を
数
え
、
行
政
の
混

乱
は
そ
の
き
わ
み
に
達
し
て
お

り
、
我
々
議
員
は
、
政
策
、
立

案
、
チ
ェ
ッ
ク
機
関
と
し
て
の

責
任
を
さ
ら
に
果
た
す
べ
き
で

あ
る
。

遅
き
に
失
し
は
し
た
が
、
市

民
要
望
の
議
員
定
数
削
減
に
賛

成
す
る
。

共
産
党
・
市
革
新

さ
わ
や
か
な
風

日
本
共
産
党
、
市
政
を
革
新

す
る
会
、
さ
わ
や
か
な
風
議
員

団
を
代
表
し
て
議
員
定
数
削
減

に
反
対
の
意
見
を
述
べ
る
。

定
数
削
減
を
行
財
政
改
革
の

一
環
と
し
て
提
案
さ
れ
て
い
る

が
、
地
方
議
会
の
議
員
定
数
は

憲
法
の
理
念
で
あ
る
住
民
自
治

や
間
接
民
主
主
義
の
シ
ス
テ
ム

で
論
じ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

ま
た
本
市
は
窓
口
サ
ー
ビ
ス

が
お
く
れ
て
お
り
、
議
員
が
市

民
と
行
政
の
パ
イ
プ
役
と
し
て

行
政
の
補
完
的
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
実
態
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
行
政
規
模
が
大
き

い
本
市
で
は
専
門
性
が
高
く
、

五
十
人
が
効
果
的
に
分
担
し
た

と
し
て
も
十
分
チ
ェ
ッ
ク
で
き

る
か
ど
う
か
懸
念
さ
れ
る
。

議
会
の
論
議
で
も
、
わ
ず
か

な
期
間
で
定
数
に
つ
い
て
の
主

張
が
右
顧
左
べ
ん
し
て
い
る
。

議
会
、
行
政
、
市
民
の
活
発

で
慎
重
な
議
論
を
経
て
決
定
さ

れ
る
べ
き
問
題
で
あ
り
、
今
回

の
提
案
に
反
対
す
る
。

賛否の分かれた議案の会派態度表 （○ 賛成 × 反対）

市

政

革

新

会

×

×

×

○

×

○

さ

わ

や

か

な

風

×

×

○

○

○

○

共

産

党

×

×

○

○

○

×

リ
ベ
ラ
ル
東
大
阪

○

○

○

○

○

○

自
民
党
市
政
刷
新
ク
ラ
ブ

○

×

×

×

○

○

自

由

民

主

党

○

○

○

○

○

○

公

明

党

○

○

○

○

○

○

会 派 名

議 案 名

・東大阪市議会議員定数条例の一部を改正する条例

・平成１７年度東大阪市公共下水道事業特別会計補正予算
（第５回）
・平成１７年度東大阪市水道事業会計補正予算（第３回）

・指定管理者制度に関する案件６１件

・第２回、第３回定例会で審議未了となった報告案件の
うち指定管理者制度に関する報告を除く報告案件３１件

・市長の給料月額の減額に関する特例条例
・平成１７年度東大阪市一般会計補正予算（第５回）
・平成１７年度東大阪市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第４回）

・大阪線俊徳道第４・５号踏切道改良工事に関する委託
契約

・宝町調節池築造工事（本体工事）に関する委託変更契
約

・保育料にかかる訴訟提起
・共同利用工場の譲渡契約にかかる和解１２件

・市営住宅の明け渡し等を求める訴訟提起９件

・東大阪市職員の再任用に関する条例制定の継続審査
・東大阪市一般職の任期付職員の採用等に関する条例制
定の継続審査

・東大阪市立学校園に勤務する教育職員の再任用に関す
る条例制定の継続審査

市
議
会
議
員
定
数
条
例
を
改
正

（２）第１４３号東 大 阪 市 議 会 だ よ り平成１８年２月１５日


